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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合的な生物学的液体から，メガリンおよび／またはキュビリン結合モチーフを有する
、低分子量タンパク質またはそのフラグメントもしくは誘導体を体外に除去する方法であ
って、メガリンおよび／またはキュビリンへの結合親和性を有する、低分子量タンパク質
またはそのフラグメントもしくは誘導体を含む複合的な生物学的液体のサンプルへ：
ａ）前記低分子量タンパク質またはそのフラグメントもしくは誘導体が前記少なくとも１
つのメガリンポリペプチドおよび／または前記少なくとも１つのキュビリンポリペプチド
に結合できる条件下で、前記サンプルを、
　支持体上で不動化した
　　ａ．少なくとも１つのメガリンポリペプチド
　　ｂ．少なくとも１つのキュビリンポリペプチド
を含む１またはそれ以上の分離媒体；
　当該分離媒体を含む医療装置；および
　当該医療装置を具える透析装置
の１またはそれ以上と接触させるステップと、
ｂ）前記支持体から前記サンプルを分離して、前記サンプル中に最初に存在していた前記
低分子量タンパク質またはそのフラグメントもしくは誘導体の総量の少なくとも一部が前
記支持体上に保持されるようにするステップと、
ｃ）量が減少した前記低分子量タンパク質またはそのフラグメントもしくは誘導体を含む
前記サンプルを回収するステップと、
を実行するステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項２】
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　請求項１に記載の方法が、前記サンプルにサイズ濾過ステップを施すステップをさらに
具え、それによりステップａ）を実施する前に高分子量成分が前記サンプルから除去され
ることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法が、前記サンプルに電荷濾過ステップを施すステップをさ
らに具え、それによりステップａ）を実施する前にｐＩが８以下の成分が前記サンプルか
ら除去されることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法において、前記保持された低分子量タンパ
ク質またはそのフラグメントもしくは誘導体が溶出されるステップｄ）をさらに具えるこ
とを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法において、前記メガリンポリペプチドのア
ミノ酸配列が、配列番号１，配列番号２，配列番号３，配列番号４，配列番号５，配列番
号６，配列番号７，配列番号８，配列番号９，配列番号１０，配列番号１１および配列番
号１２、およびこれらの配列と少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％
、少なくとも９５％といった相同性を有するアミノ酸配列からなる群より選択されること
を特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法において、前記キュビリンポリペプチドの
アミノ酸配列が、配列番号１３，配列番号１４，配列番号１５，配列番号１６，配列番号
１７，配列番号１８，配列番号１９および配列番号２０、およびこれらの配列と少なくと
も８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５％といった相同性を有
するアミノ酸配列からなる群より選択されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法において、前記複合的な生物学的液体が血
液であることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法において、前記複合的な生物学的液体が低
分子量タンパク質を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、前記低分子量タンパク質が、ペプチドホルモン、酵素
、免疫グロブリン軽鎖、ミオグロビンおよびビタミン結合タンパク質からなる群より選択
されることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法において、前記医療装置が存在する場合、
サイズフィルタを具えることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の方法において、前記医療装置が存在する場合
、電荷フィルタを具えることを特徴とする方法。
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